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身体障害者手帳は、身体障害者福祉法第１５条の規定により、一定の障害のある人に対して、そ

の申請に基づき都道府県知事及び政令指定都市の市長が発行するものです。身体障害者手帳を持

っている人は各種の福祉サービスや様々な優遇措置を受けることができます。身体障害者手帳は、

それを受けるための証明書の役目をしています。 

○ 身体障害者手帳は、障害の内容により下記のとおり区分され、障害が重い方の１級から軽度

の６級までに分けられています。１級と２級を重度障害と呼びます。 

①視覚障害 

②聴覚又は平衡機能障害 

③音声機能、言語機能又はそしゃく機能障害 

④肢体不自由 

上肢、下肢、体幹機能障害、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能（上肢、移

動機能）障害 

⑤内部機能障害 

 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう又は直腸、小腸機能障害、肝機能障害 

⑥ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害 

○ 身体障害者手帳を申請するには、福祉事務所に備え付けの申請書により手続きをして下さい。

すでに身体障害者手帳をお持ちの人でも、障害が重くなったとき、又は新たに障害を負われた場

合にも同様に手続きを行うことができます。 

○ 手帳を紛失、もしくは破損したときは、写真（たて４cm×よこ３cm の上半身）をお持ちにな

り福祉事務所で再発行を受けて下さい。 

○ 身体障害者手帳をお持ちの人が死亡された場合は、福祉事務所へ手帳を返還して下さい。 

○ 転出されたときは、転出先の市町村役場の福祉事務所又は担当課で転入の手続きをして下さ

い。 
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生まれつき又は病気などにより、心身の発達期（おおむね１８歳までに）知的機能障害が現れ、

能力低下や社会的不利益を生じ日常生活に支障を来す可能性があるため、申請に基づき都道府県

知事及び政令指定都市の市長が発行するものです。療育手帳を持っている人は各種の福祉サービ

スや様々な優遇措置を受けることができます。療育手帳は、それを受けるための証明書の役目を

しています。 

 

○ 療育手帳は障害の内容により下記のとおり４つに区分されます。 

Ａ１(最重度)   Ａ２(重度)    Ｂ１(中度)   Ｂ２(軽度) 

      

１種               ２種 

※手帳の区分や判定基準は都道府県によって異なる場合があります。 

○ 療育手帳を申請するには、福祉事務所に備え付けの申請書により手続きをして下さい。  

※写真（たて４cm×よこ３cmの上半身）が必要です。 

○ 手帳を紛失、もしくは破損したときは、福祉事務所で再発行を受けて下さい。 

※写真（たて４cm×よこ３cmの上半身）が必要です。 

○ 療育手帳に記載されている内容（住所や保護者など）に変更が生じたときは、福祉事務所で

手続きをして下さい。（「記載事項変更届」の提出） 

○ 転出されたときは、転出先の市町村役場の福祉事務所又は担当課で転入の手続きをして下さ

い。（「記載事項変更届」の提出：県をまたぐ場合、手続きが複雑になることがあります。） 

○ 有効期限のある療育手帳をお持ちの人は、期限年月の前までに福祉事務所で手続きをして 

下さい。（「再判定申請書」の提出） 

○ 手帳をお持ちの人が死亡された場合は、福祉事務所へ手帳を返還して下さい。（「返還届」の  

提出） 
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 精神障害者保健福祉手帳は、精神保健福祉法第４５条の規定により、一定の精神障害の状態が 

あることを証明するものです。 

 この手帳の交付を受けた人に対し、各種の支援を行い、精神障害者の社会復帰の促進と自立と 

社会参加の促進を目的としています。 

 

１．手帳の障害等級 

1級 単独で日常生活が困難な状態（障害年金 1級程度） 

2級 日常生活も著しい制限を受ける状態（障害年金２級程度） 

3級 日常生活、社会生活上に制限を受ける状態（障害年金 3級程度） 

 

２．対象となる障害（病名） 

  精神障害のため、長期にわたり日常生活や社会生活への制約（障害）がある人（入院・通院

の区別は無く希望者は申請できる） 

 

○対象となる病名 

   ・統合失調症・躁うつ病・非特定型精神疾患・てんかん・中毒性精神病 

   ・器質性精神病・その他の精神疾患 

 

 

３．手帳の記載事項変更の申請 

 ・障害の症状が重くなった場合や、住所や氏名等が変更になった場合は、変更の届け出が必要

です。所定の申請書に記入して申請して下さい。 
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４．手帳の再発行 

・手帳を紛失または破損した場合、再発行が可能です。 

・再発行の手続きに必要なもの 

 □ 申請書 

 □ 写真（縦４cm×横３cm の上半身） 

  

 

５．手帳更新 

・手帳の有効期間は２年です。 

・更新申請に基づき障害の状態を再認定した上で更新されます。 

・手帳の更新には県の審査を経る必要がありますので、更新の決定が下りるまで、１～３か月ほ

どかかります。 

・更新手続きは有効期限の３か月前からできますので、各自手帳の有効期限をご確認ください。 

・更新手続きに必要な書類 

□ 申請書 

 □ 診断書（精神障害者保健福祉手帳用）もしくは精神障害による障害年金の受給が確認でき 

るもの（年金証書、振込通知等） 

 

 

６．転出する場合 

・転出されたときは、転出先の市町村役場の福祉事務所又は担当課で転入の手続きをして下さい。 

 

７．手帳の返還 

・死亡等の理由により該当しなくなった場合は、速やかに市役所まで返還してください。 

 

※ 精神障害者保健福祉手帳に関する手続きに必要な書類は、市役所でお渡しできますので、福

祉事務所までお越しください。 

 

 

 



 - 5 - 

 

 

障害により失われた部位や欠陥のある部位を補うために、次のような用具を購入、借受けする際

に費用の助成があります。すでに交付された用具の修理も行えます。 

≪対象となるのは≫ 

身体障害者、身体障害児（身体障害者手帳の交付を受けた人）及び障害者の日常生活及び社会

生活を総合的に支援するための法律施行令第１条に規定する特殊の疾病に該当する難病患者等。

障害の種別及び等級により支給される補装具が定められています。 

≪給付される用具≫ 

障  害  区  分 用           具 

視 覚 障 害 視覚障害者安全杖、義眼、眼鏡（矯正眼鏡、遮光眼鏡等）、点字器 

聴 覚 障 害 補聴器 

肢 体 不 自 由 
各種装具、義肢（義手、義足）、座位保持装置、車椅子、歩行器 

頭部保護帽、歩行補助杖（多点杖）、重度障害者用意志伝達装置 

≪手 続 き≫ 

身体障害者手帳と用具の見積書を用意して、福祉事務所に備え付けの申請書により手続きをし

てください。用具によっては身体障害者手帳による給付基準があります。また、診断書が必要な

場合もあります。※必ず機器の購入前に申請してください。 

≪負 担 金≫ 

補装具の購入にかかる費用の１割です。 

申請をされる人の属する世帯の収入状況・課税状況に応じ、上限額があります。 

注） 他法の制度において、同様の装具が給付または貸与可能な場合はそちらが優先されます。 

注） 世帯の中で、市民税所得割額が４６万円以上課税されている人がいらっしゃる場合は、補

装具費の補助はありません。（費用の全額が自己負担となります。） 

注） 給付される補装具には基準額が定められています。基本的に基準額内のものしか給付でき

ませんが、基準額を超える額を自己負担されれば給付できるものもあります。詳しくは福祉事務

所へお問い合わせください。

補装具費の支給 
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●障害福祉サービス事業 

≪対 象 者≫  

身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳（以下「手帳」という）をお持ちの人と、     

難病等（対象＝３６６疾患：手帳の有無を問わない）の患者で、特にサービスが必要な人。 

※ ただし、６５歳以上（特定疾病による場合は４０歳以上６５歳未満）の手帳所持者について

は、介護保険法に基づく要介護認定等申請を行い、介護保険法に基づくサービスを優先して  

利用していただくことになります。 

≪負 担 金≫ 

１割負担です。 

※申請をされる人の属する世帯の収入や課税状況に応じ、上限額があります。 

 

≪手 続 き≫ 

介護給付費・訓練等給付費支給申請書及び必要書類を福祉事務所に提出して下さい。 

 申請後、日常生活にどのくらい支援が必要か確認するため認定調査（８０項目）を行います。 

 なお、介護給付については、障害支援区分（１～６）の認定が必要です。（区分に応じて受 

けられるサービスは異なります。） 

 相談支援事業所（P36 参照）にサービス利用計画案の作成を依頼します。 

 

～介護給付～ 

 

 

 

自宅で、入浴、排泄、食事等の身体介護、洗濯、掃除等の家事援助、外出時の移動の介護など   

日常生活の支援を提供します。 

派遣回数やサービス内容は、利用される人の身体状況や世帯の状況により決定されます。 

 

１．居宅介護（ホームヘルプサービス） 
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常時介護を必要とする人に施設で入浴、排泄、食事等の介護、創作・生産活動のサービスを 

提供します。 

 

居宅で介護を行う人が疾病等で介護ができない場合、施設へ短期入所し、入浴、排泄、食事等

の介護を行います。（宿泊を伴う利用となります） 

１８歳以上と１８歳未満で利用する施設が違います。 

 

 知的又は精神障害によって行動が困難で、常時介護を必要とする人に外出時の移動支援を行い

ます。 

 

 施設入所者に、主に夜間に入浴、排泄、食事等の介護を行います。 

  

 

～訓練等給付～ 

  日中活動系サービスを利用している知的又は精神障害のある人に、主に夜間に共同生活をす

る住居（グループホーム）において、日常生活上の援助等を行います。 

 

知的又は精神障害のある人に、生活能力の維持・向上訓練を行います。 

 

 

２．生活介護（デイサービス） 

４．行動援護 

５．施設入所支援 

７．自立訓練（生活訓練・宿泊型自立訓練） 

６．共同生活援助（グループホーム） 

３．短期入所（ショートステイ） 
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障害者支援施設やグループホーム等から一人暮らしを希望する人を対象として、定期的な巡回 

訪問や、電話、メール等による随時の対応を行います。 

 就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識や能力の向上を図る訓練を行います。 

通常の事業所に雇用されることが困難な障害のある人に、就労の機会や生産活動等の機会を 

提供し、その知識や能力の向上を図る訓練を行います。（雇用契約あり） 

 年齢や体力面で雇用されることが困難な障害のある人に、就労の機会や生産活動等の機会を 

提供し、その知識や能力の向上を図る訓練を行います。（雇用契約なし） 

 就労支援移行等を利用し一般就労に移行した障害者で、就労に伴う環境変化で生活面の課題が

生じている人を対象に、企業や関係機関と連絡調整を行い、課題解決に向けて必要な支援を行い

ます。 

 障害のある人が、自立した日常生活又は社会生活を営むための福祉に関する相談に応じ、必要

な情報提供・助言を行い、サービス利用計画の作成などにかかわります。 

 

～障害児給付～ 

  障害児に、日常生活の基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練等を行います。 

１０．就労継続支援（Ａ型） 

１１．就労継続支援（Ｂ型） 

１３．計画相談支援 

１４．児童発達支援・放課後等デイサービス 

９．就労移行支援 

８．自立生活援助 

１２．就労定着支援 
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   通所が困難な重度の障害児の居宅を訪問し、日常生活の基本的な動作の指導、知識技能の付

与等の支援を行います。 

保育所等を利用している障害児を訪問し、集団生活の適応のための専門的な支援を行います。 

 

～地域生活支援拠点等事業～ 

 

  障がいのある方が住み慣れた地域で安心して暮らしていけるよう、様々な支援を切れ目なく

提供できる体制を構築するものです。 

  現在、本市においては、２つの機能（①相談、②緊急時の受け入れ・対応）を備えた事業所

等の連携により進めています。 

  平常時に介護している方が長期間不在になる等、障害者のケアができない、在宅での生活が

できない状態になったとき等に、まず相談支援事業所に相談することにより緊急時受入（原則

７日以内）が可能な事業所につなげていくものです。 

 

●地域生活支援事業

 

重度の視覚障害者が外出される際に、ガイドヘルパーを派遣して付き添いを行うものです。 

≪利用できるのは≫ 

  ①視覚障害の程度が１級・２級に該当する人 

  ②その他、特に必要と認める人 

≪内 容 は≫ 

 官公庁や病院など社会生活上必要不可欠な場所へ外出される際に、付き添いをする人がいない

場合、ガイドヘルパーを派遣して付き添いを行います。派遣時間や派遣範囲については限定して

いませんが、宿泊を伴う派遣は出来ません。 

 

１８．視覚障害者ガイドヘルパー 

１５．居宅訪問型児童発達支援 

１６．保育所等訪問支援 

 

１７．地域生活支援拠点等事業 
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≪利 用 料≫ 

無料です。ただし、ガイドヘルパーの交通費は利用者負担となります。 

≪手 続 き≫ 

初めて利用される人は、福祉事務所で登録を行ってください。登録を済まれた人が、ガイドヘ

ルパーを利用する際は、事前に福祉事務所へ電話で申請してください。 

 屋外での移動に困難がある障害のある人に、社会生活上不可欠な外出及び余暇活動等の社会 

参加を促すために外出支援を行います。 

 入浴が困難な在宅の身体障害のある人に、居宅で訪問入浴車両により入浴サービスを行います。 

日中において、障害のある人を見守る人が不在のときに、支援事業所に一時的に預けることに

より見守りなど必要な支援を提供します。 

障害のある人が通所して、創作的活動・生産活動・社会との交流の促進等を行うサービス。 

Ⅲ型（１日当たり概ね１０人以上の利用者）・・・ 清華学園、島原グリーンステーション 

障害のある人からの一般的な相談に応じ、必要な情報の提供、障害福祉サービスの利用支援等

を行うほか、権利擁護のために必要な援助を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２１．日中一時支援事業 

１９．移動支援事業 

２０．訪問入浴サービス事業 

２２．地域活動支援センター 

２３．障害者相談支援事業 
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在宅の重度の障害者及び難病患者等の日常生活を容易にするため、各種用具が給付されます。 

 

≪対象者≫ 

下記の給付される用具の「対象者」欄に掲げる重度障害者等及び難病患者等。 

 

 

≪給付される用具≫ 

身体障害者  

用     具 対      象      者 

特殊寝台 下肢又は体幹機能障害２級以上の者 

特殊マット 下肢又は体幹機能障害１級（常時介護を必要とするものに限る） 

特殊尿器 下肢障害又は体幹機能障害１級（常時介護を必要とする者に限る） 

入浴担架 
下肢又は体幹機能障害２級以上（入浴にあたって、家族等他人の介助を必

要とする者に限る） 

体位変換機 
下肢又は体幹機能障害２級以上(下着交換等に当たって、家族等他人の介

助を必要とする者に限る） 

移動用リフト 下肢又は体幹機能障害２級以上 

訓練いす 下肢又は体幹機能障害２級以上の障害児 

訓練用ベッド 下肢又は体幹機能障害２級以上の障害児 

入浴補助用具 下肢又は体幹機能障害３級以上 

便器 下肢又は体幹機能障害２級以上 

杖（一本杖） 歩行の不安定な者 

歩行支援用具 
平衡機能又は下肢もしくは体幹機能に障害３級以上で、家庭内の移動等に

おいて介助を必要とする者 

頭部保護帽 知的障害程度が重度以上で、てんかん発作のある障害(児)者 

特殊便器 上肢障害２級以上 

火災警報器 
障害等級２級以上（火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの

世帯及びこれに準ずる世帯） 

自動消火器 
障害等級２級以上（火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの

世帯及びこれに準ずる世帯） 

電磁調理器 視覚障害２級以上（盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯） 

歩行時間延長信号機用

小型送信機 
視覚障害２級以上 

２４．日常生活用具の給付 
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聴覚障害者用屋内信号

装置 

聴覚障害２級の者（聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生

活上必要と認められる者） 

透析液加温器 
腎臓機能障害３級以上で自己連続携行式腹膜灌流法（ＣＡＰＤ）による透

析療法を行う者 

ネブライザー 
呼吸機能障害３級以上又は同程度の身体障害児・者であって、必要と認め

られる者 

電気式たん吸引器 
呼吸機能障害３級以上又は同程度の身体障害児・者であって、必要と認め

られる者 

酸素ボンベ運搬車 医療保険において在宅酸素療法を行う者 

盲人用体温計（音声式） 視覚障害２級以上（盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯） 

盲人用体重計 視覚障害２級以上（盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯） 

携帯用会話補助装置 
音声・言語機能障害３級以上又は肢体不自由４級以上であって、発音・発

語に著しい障害を有する者 

情報・通信支援用具 

（周辺機器又はソフト） 

視覚障害・上肢障害１級の障害児 

視覚障害・上肢障害２級以上の者 

点字ディスプレイ 
視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害者（原則として視覚障害２級以上か

つ聴覚障害２級）の身体障害者であって、必要と認められる者 

点字器 視覚障害児・者で、必要性のある者 

点字タイプライター 視覚障害２級以上 

視覚障害者用ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙﾚｺ

ｰﾀﾞｰ 
視覚障害２級以上 

視覚障害者用活字文書

読上げ装置 
視覚障害２級以上 

視覚障害者用拡大読書

器 
視覚障害３級以上で、本装置により文字等を読むことが可能になる者 

盲人用時計 視覚障害２級以上のもの 

聴覚障害者用通信装置 
聴覚又は音声・言語障害３級以上であって、ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ、緊急連絡の手段

として必要と認められる者 

聴覚障害者用情報受信

装置 
聴覚障害児・者であって、本装置によりﾃﾚﾋﾞの視聴が可能となるもの 

人口喉頭 音声・言語機能障害児・者で、喉頭摘出後の者 

点字図書 主に情報の入手を点字によっている視覚障害者 

ストマ用装具 
人工肛門・人工膀胱で腹壁から排尿便があり、採尿便の袋を装着する必要

のある身体障害児・者 

収尿器 
膀胱機能障害又は下肢機能もしくは体幹機能障害児・者であって排尿を自

分の意志でｺﾝﾄﾛｰﾙできず、常時失禁状態の者 

紙おむつ 
３歳以前の脳原生機能障害等で口語での意思表示が困難で常時紙おむつ

を必要とする身体障害児・者 
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居宅生活動作補助用具 

下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能

障害（移動機能障害に限る）を有する者であって障害等級３級以上の者（た

だし、特殊便器への取替えをする場合は上肢障害２級以上の者 

知的障害者  

用  具 対         象 

特殊マット 原則として３歳以上の者 

特殊便器 
訓練を行っても自ら排便後の処理が困難な者及び上肢障害２級以上で 

ある者で、原則として３歳以上の者 

火災警報器 
火災発生の感知及び避難が著しく困難な者 

（当該者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯に限る） 

自動消火器 
火災発生の感知及び避難が著しく困難な者 

（当該者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯に限る） 

電磁調理器 
１８歳以上の者 

（当該者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯に限る） 

≪手 続 き≫ 

障害者手帳と印鑑、用具の見積書、カタログをお持ちになり、福祉事務所に備え付けの申請

書により手続きをして下さい。 

ストマ用装具と紙おむつの申請につきましては、申請月より以前に遡って給付決定を行うこ

とができないため、月末前に申請書の提出をお願いします。 

 ※給付決定前に用具を購入された方は、給付の対象となりませんので、必ず購入前に申請して

ください。 

≪負 担 金≫ 

用具の価格の１割です。 

※申請をされる人の属する世帯の収入や課税状況に応じ、上限額があります。 

※給付される用具には、それぞれに基準額が定められています。基準額を越える用具を希望 

される場合、越える額について全額自己負担となります。 
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聴覚または音声・言語機能に障害を有し、意思疎通が困難な人が外出される際に、意思伝達の仲

介者が得られない場合に、手話通訳者または要約筆記奉仕員を派遣して意思疎通の仲介を行うもの

です。 

 

≪利用できるのは≫ 

  ①聴覚・音声・言語いずれかの障害者手帳の交付を受けた人 

  ②その他、特に必要と認める人 

 

≪内容は≫ 

外出される際に意思伝達の仲介者がいない場合に、手話通訳者または要約筆記者を派遣します。

派遣時間や派遣範囲については限定していませんが、宿泊を伴う派遣は出来ません。 

≪利 用 料≫   無料です。 

≪手 続 き≫ 

利用される人は、手話通訳者または要約筆記奉仕員の利用日の７日前までに、福祉事務所窓口

または、FAXにて申請してください。 Fax：0957-62-2923 

 

 

 

視覚障害者に対して、将来の生活の方法を見出すために必要な助言、指導並びに自立生活に必

要な感覚訓練、点字指導等を行い、視覚障害者の社会復帰の促進を図ります。指導員の派遣又は

通所の方法により実施します。利用料は無料です。 

 

≪訓練内容≫ 

    ①盲人用具の使用方法 

    ②白杖による歩行訓練 

    ③日常生活動作訓練 

 

≪手 続 き≫ 

利用を希望する場合は、事前に福祉事務所で利用者登録を行って下さい。登録後の利用申込み

は電話でもできます。 

２６．視覚障害者生活訓練 

２５．コミュニケーション支援事業 
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「ゆずの会」のご協力により、島原市広報、または市議会だよりを CD-ROM に録音した『声

の広報』を、毎月希望される視覚障害者へお送りしています。利用料は無料です。 

希望される人は福祉事務所へ申し込んで下さい。 

 

 

身体障害者の自立更生と社会活動の促進を図るため，運転免許取得のための費用を助成します。 

≪利用できるのは≫ 

島原市内に１年以上居住している人。 

身体障害者手帳の交付を受けており、免許の取得により社会参加が見込まれる人。 

 前年の所得税額が１４万円以下の世帯に属する人。 

≪内 容 は≫ 

１０万円を限度とし、免許の取得に直接要した費用の２／３以内を助成します。 

≪手 続 き≫ 

大村運転免許試験場にて適性検査を受けた後、福祉事務所に所定の申請書を提出して手続きを

行ってください。 

 

 

身体障害者が、勤労等に伴い自動車を取得する場合、その自動車の改造に要する費用を助成し

ます。 

≪利用できるのは≫ 

次の要件のいずれにも該当する人 

（ア）自らが所有し、運転する自動車の手動装置等の一部を改造することにより社会参加が見

込まれる人 

（イ）前年の所得税課税所得金額（各種所得控除後の額）が、改造助成を行う月の属する年の

特別障害者手当の所得制限限度額を超えない人 

２８．自動車運転免許取得助成 

２９．自動車改造費助成 

２７．声の広報 
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≪内 容 は≫ 

自動車の改造に直接要した費用を助成します。ただし、１０万円を限度とします。 

≪手 続 き≫ 

福祉事務所に備え付けの申請書と下記の書類等を揃えて福祉事務所で手続きをしてください。 

手続きは、必ず改造を始める前に行ってください。 

（必要書類等） ① 申請書 

 ② 改造業者が作成した見積書 

 ③ 運転免許証の写し 

 ④ 自動車検査証の写し 

 ⑤ 身体障害者手帳の写し 

 ⑥ 改造前の状況を示す写真 

 ⑦ 同意書また所得・課税証明書 
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ボランティアグループ『ゆずの会』の皆様により、時事、行事予定、島原半島の歴史等や各種

情報、また希望される本をテープに録音し、視覚障害者の人へお送りしています。 

視覚障害のある人はどなたでも利用できます。利用を希望される人は、福祉事務所へ申し込ん

で下さい。 

 

 

 

 

 

療育手帳所持者、視覚障害者及び車椅子を常用している重度の身体障害者、精神障害保健福祉  

手帳所持者等を対象に、タクシー料金、島原鉄道運賃、路線バス運賃の一部を助成します。 

☆手帳による割引と同時に利用できます。※乗り物の割引（23 頁）もご参照ください。 

≪利用できるのは≫ 

市内に住所を有する在宅者で、自ら運転を行わず、次のいずれかに該当する人。 

①療育手帳の交付を受けた人（障害程度を問わない） 

②身体障害者手帳１級・２級の交付を受けた人で、車椅子を常用している人 

③身体障害者手帳視覚障害１級の交付を受けた人で、下記のいずれかに該当する人 

Ａ 視覚障害１級の夫婦のみの世帯 

Ｂ Ａに掲げる障害を有し、日中の介助者がいない世帯 

Ｃ Ａに掲げる障害を有し、介助者が高齢等のため外出時の介助が困難な世帯 

Ｄ 視覚障害１級の単身世帯 

④身体障害者手帳の交付を受けた人で、通院による人工透析を行っている人 

⑤精神障害者保健福祉手帳１級の交付を受けた人 

≪内 容 は≫ 

利用券（１枚１００円券）を年１８０枚（年間：１８，０００円）交付します。 

 

１．朗読ボランティア 

２．福祉交通機関利用券 
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≪手 続 き≫ 

療育手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、印鑑をお持ちになり，福祉事務所に備え

付けの申請書により手続きをして下さい。 

☆利用できる交通機関は、市内のタクシー会社、島原鉄道、島鉄バス、島原市コミュニティバスで

す。 

                              

 

 

 

 

 身体障害者手帳の取得の対象とならない、軽度・中等度難聴児に対して補聴器の購入費用の一部を助

成することにより、音声言語能力及びコミュニケーション能力等の成長に寄与し、もって難聴児の発達

を促すことを目的とするものです。 

≪利用できるのは≫ 

 ・保護者の方が島原市内に住所を有し、両耳の聴力が３０デシベル以上で、身体障害者手帳を所持

していない 18歳未満の児童。（ただし、所得制限があります。） 

≪助 成 額≫ 

 基準価格の２/３を助成します。（見積額が基準額を下回る場合はその額の２/３） 

≪手 続 き≫ 

 福祉事務所に備え付けの申請書により手続きをして下さい。次の書類が必要です。 

 ・島原市軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金交付意見書 

 ・補聴器販売業者が作成した見積書 

※必ず機器の購入前に申請してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業 
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 日常生活を営むのに著しく支障のある在宅の小児慢性特定疾患児に対して、日常生活用具を    

給付することにより日常生活の便宜を図ることを目的とするものです。 

 ただし、身体障害者手帳が取得されている場合は、日常生活用具給付による給付が優先となります。 

≪利用できるのは≫ 

 ・島原市内に住所を有する、在宅の小児慢性特定疾病児童。（機器ごとに症状が規定されています。） 

≪対象となる機器≫ 

 便器、特殊マット、特殊便器、特殊寝台、歩行支援用具、入浴補助用具、特殊尿器、体位変換

器、車いす、頭部保護帽、電気式たん吸引器、クールベスト、紫外線カットクリーム、ネブラ

イザー、パルスオキシメーター ストーマ装具（蓄便袋、蓄尿袋）、人工鼻    計１８品 

≪自己負担額≫ 

 対象者の扶養義務者の所得区分によって自己負担額が定められています。（全額自己負担の場合も

あります。） 

≪手 続 き≫ 

 福祉事務所に備え付けの申請書により手続きをして下さい。次の書類が必要です。 

 ・小児慢性特定疾病医療受給者証の写し 

 ・給付を受けようとする用具の見積書 

※必ず機器の購入前に申請してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業 
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身体障害者の更生のため、障害の除去あるいは軽減によって、職業能力や生活能力の回復、  

増進を促すことを目的として、指定自立支援医療機関で行われる医療について、その医療費の自

己負担を軽減するものです。 

 

≪利用できるのは≫ 

身体障害者手帳の交付を受けた人で、その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効

果が期待できる人。１８歳以上は更生医療、１８歳未満は育成医療が利用できます。（育成医療は

手帳の交付を受けていなくても可） 

 

≪内 容 は≫ 

関節形成術、補装具適合手術、角膜混濁除去術、外耳形成術、ペースメーカー植え込み、    

心臓弁置換術、人工透析、腎移植などの障害の除去、軽減を目的とした医療が対象です。医療費

の自己負担は、通常健康保険診療で３割負担のところ、この制度を利用すると原則１割負担とな

ります。（所得状況によっては対象とならないこともあります。） 

 

≪手 続 き≫ 

申請書及び医師の意見書等の必要書類を福祉事務所へ提出して下さい。（原則事前の申請が必要

ですので、ご相談下さい。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．自立支援医療（更生医療・育成医療） 



 - 21 - 

 

 

 

 

自立支援医療（精神通院）は、精神疾患で、通院による精神医療を続ける必要がある病状の人

に、通院のための医療費の自己負担を軽減するものです。この制度を利用すると、病院での自己

負担が通常３割負担から１割負担となります。（所得によっては、さらに減額制度あり。） 

 

≪利用できるのは≫ 

精神的疾患が持続している為に継続的な通院医療を要する人、あるいは現在症状は安定してい

るが、現状を維持し再発を予防するために、継続的な通院を要する人。 

 

≪内 容 は≫ 

精神疾患や精神障害のために生じた病態に対して、病院又は診療所に入院しないで行われる医

療（外来、外来での投薬、デイ・ケア、訪問看護等が含まれます）が対象となります。 

≪手 続 き≫ 

福祉事務所で所定の申請書をお受け取りの上、福祉事務所まで申請して下さい。 

手続きには以下の書類が必要になります。 

□ 申請書 

□ 診断書 

□ 保険証の写し（同一保険加入者全員） 

□ 同意書（所得状況、住民票等の確認に対する同意を求めるもの） 

□ 障害年金証書等の写し（障害年金を受給している人のみ） 

・自立支援医療（精神通院）認定後は、１年に１回の更新手続きが必要となります。上記の書類

を福祉事務所までご提出ください。 

・更新手続きの際、診断書の提出は２年に１回必要になります。 

・更新の手続きは、有効期間終了の３か月前から可能です。更新の認定には１～３か月ほどかか

りますので早めの申請をお願いします。 

 

 

２．自立支援医療（精神通院） 
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障害のある人が、病気やけがをしたときの医療費のうち、保険適用の一部負担金に対し助成を

します。 

≪利用できるのは≫  ※世帯の所得状況により支給制限あり 

① 身体障害者手帳１級～３級の交付を受けた人。 

② 療育手帳Ａ１・Ａ２・Ｂ１の交付を受けた人。 

③ 精神障害者保健福祉手帳１級の交付を受けた人。（通院医療費のみ） 

≪内 容 は≫ 

医療費のうち、保険適用の一部負担金から一定の金額を差し引いた金額及び薬代の一部負担金

を助成します。また、高額医療に該当する人は高額療養費の制度より払い戻される金額を差し引

いた医療費が対象となります。 

≪手 続 き≫ 

保険証と印鑑及び障害者手帳、振込先の口座通帳をお持ちになり福祉事務所で手続きをして下

さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．福祉医療 

★福祉医療費の自己負担額 

自己負担額は、１医療機関１ヶ月分の費用ごとに算出 

診療日数 基準額 

１日 ８００円  

２日以上 １，６００円  

処方箋による薬局での支払い額 ０円  

 

※身体障害者手帳３級及び療育手帳B1の方については、 

上記の基準額を超えた額の２分の１を自己負担に加算 

★福祉医療費の支給対象とならない費用 

○各健康保険から支給される高額療養費及び附加給付 

〇入院時の食事療養費 

○医療保険の対象とならない費用 

例）・自費診療分の治療費 

・入院時の差額ベッド代、病衣代など 

・文書料 

・健康診断の費用 

・インフルエンザなどの予防接種費用 

・介護サービス費（介護保険適用） 
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１種(療育Ａ１、Ａ２)と２種(Ｂ１、Ｂ２)で割引の条件が違います。 

１種の人は介護人も割引が受けられます。 

 区分 乗車券の種類 割引率 取扱区間 手続き 

Ｊ
Ｒ 

（
島
原
鉄
道
を
含
み
ま
す
。
） 

  普通乗車券 

50% 全区間 

手帳を提示して購入 

※１種の障害者が単独 

 で行動する場合は、 

 ２種障害者扱いと 

なります 

第１種 定期乗車券 

（介護人同伴） 普通回数乗車券 

  急 行 券 

第２種 普通乗車券 50% 

片道101ｋｍ以上の利

用に限り全区間 

（ただし、島鉄に限り、

島鉄社線区間内であれ

ば、距離に関係なく割

引される） 

手帳を提示して購入 

１ ２ 歳 未 満 の 

第 ２ 種 障 害 者 

（介護者同伴） 

定期乗車券 50% 

  

手帳を提示して購入 

航空 

 

 

 

全ての「本人・介護人」に適用 30％ 
ＪＡＬ、ＡＮＡほか、

一部の航空会社の 

国内線全区間 

手帳を提示して購入 

 前後 

   

   

バス 
手 帳 所 持 者 

（１種障害者は介護人を含む） 
50% 各バス会社の全線 運転手に手帳を提示 

船舶 

第１種（介護人を含む）  

50% 

全区間 手帳を掲示するとともに

乗船券発売所で手続きを

して下さい。（適用のな

い会社もあります） 

 

第２種  
会社によっては片道

101km以上 

ﾀｸｼｰ 手 帳 所 持 者 10%   
運転手に手帳を提示（適

用のない会社もあります） 

※ＪＲは、第１種の方が単独で行動する場合は、第２種扱いとなります。 

※航空運賃及び有料道路通行料金（次ページ）の割引を受けるには、手帳に割引対象となる記載

もしくは証印が必要です。手帳を持参し福祉事務所で手続きをして下さい。 

※精神障害者の場合は、会社によっては乗り物の割引の対象外となりますので、利用される前に

交通機関への確認をお願いします。 

１．乗り物の割引 
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≪利用できるのは≫ 

① 身体障害者手帳の交付を受けている人、または障害者と生計を一にする人が所有する車を、

障害者自らが運転する場合。 

② 重度の身体障害者（第１種身体障害者）や重度の知的障害者、または障害者と生計を一にす

る人が所有する車を、障害者を乗せて介護者が運転する場合。 

③ 重度の身体障害者（第１種身体障害者）や重度の知的障害者を継続して日常的に介護してい

る者が所有する車を、障害者を乗せて介護者が運転する場合。 

≪利用できる自動車≫ 

〇 障害者ご本人が運転される場合 

・本人（その親族等）が所有する自家用乗用車等 

・レンタカー、社会福祉協議会等の貸出車両、車検・修理時の代車及び友人等が所有する自家

用乗用車等（事前登録は不可） 

 

〇 障害者ご本人以外が運転され、障害者ご本人が乗車される場合 

・本人（その親族等）が所有する自家用乗用車等 

・日常的に介護している者が所有する自家用乗用車等 

・レンタカー、社会福祉協議会等の貸出車両、車検・修理時の代車及び友人等が所有する自家

用乗用車等、タクシー（介護タクシー含む）や、福祉有償運送車両（事前登録不可） 

※ 登録は、障害者 1 人につき１台ですが、自動車を保有されていない方も申請は可能です。 

（詳しくは福祉事務所までお問い合わせ下さい） 

 

≪内 容≫ 

料金所にて、身体障害者手帳又は療育手帳を提示して割引を受けます。 

割引率は５０％です。 

 

 

２．有料道路通行料金割引 
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≪手 続 き≫ 

福祉事務所にて、身体障害者手帳または療育手帳、運転免許証、車検証を提示して申請手続

きを行ってください。 

ＥＴＣをご利用される場合は、セットアップ証明書及び、ＥＴＣカードも併せて提示してく

ださい。 

※ＥＴＣカードの名義人は、原則として対象障害者「本人」となります。 

  ただし、対象障害者が未成年の重度障害者で、障害者ご本人以外の方の運転が認められ、か

つ障害者ご本人運転による本割引の適用を受けない場合に限り、親権者又は法定後見人名義の

ＥＴＣカードを登録できます。 

 

≪オンライン申請について≫ 

令和５年３月２７日からオンライン申請が始まりました。 

オンライン申請を円滑にするため、当面の間は申請対象をＥＴＣ利用申請者限定にします。 

オンライン申請導入後も、インターネット等のご利用ができない方のため、引き続き福祉担

当窓口での申請も継続します。 

申請に必要な書類や手続き方法の詳細は、オンライン申請受付サイトをご確認ください。 

 

※ 割引は、登録された自動車を障害者本人が運転している場合、もしくは障害者を乗せて介護

者が運転している場合のみ適用されます。違反した場合の罰則が定められていますのでご注意

下さい。 
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≪内 容≫ 

障害者用駐車場のうち、管理者の協力を得た駐車場を、長崎県内共通の利用証（長崎県障害

者等用駐車場利用証）を車内の見やすい場所に掲示（ルームミラーにかける等）することで利

用できる制度です。 

  制度は、障害者用駐車場を利用できる人を「歩行困難な人」とし、下記の人が申し出により   

利用できます。        

① 身体障害者（障害の種別により、対象となる等級は各々） 

② 高齢者（介護認定を受けた人で要介護度１以上の人） 

③ 難病患者（特定疾患医療受給者） 

④ 知的障害者（療育手帳の障害程度がＡ判定［Ａ１・Ａ２］の人のみ） 

⑤ 精神障害者（精神障害者保健福祉手帳の障害等級 1 級の人） 

⑥ 一時的に歩行が困難な人（けがで車椅子・杖等を使用する人、妊産婦） 

※上記については、交付基準が定められております。詳しくは次項、問い合わせ先（県福祉保健

課）におたずねください。 

≪利用できる駐車場≫ 

  ショッピングセンター・医療機関・公共施設など、県と協定を結んだ施設の駐車場。 

施設名は、利用証の交付窓口や県のホームページ（http//www.pref.nagasaki.jp/s_fukushi）

でお知らせしております。  

≪手 続 き≫ 

  福祉事務所に備え付けの交付申出書に必要事項を記載し提出してください。交付基準を確認

のうえ、即日、利用証を交付します。 

≪申請に必要なもの（有効期間）≫ 

① 身体障害者・・・・・・・身体障害者手帳（１年以上［障害等がなくなるまでの期間］） 

② 高齢者・・・・・・・・・介護保険被保険者証（ 同 上 ） 

③ 難病患者・・・・・・・・特定疾患医療受給者証（ 同 上 ） 

３．長崎県おもいやり駐車場制度 
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④ 知的障害者・・・・・・・療育手帳（１年以上［障害等がなくなるまでの期間］） 

⑤ 精神障害者・・・・・・・精神障害者保健福祉手帳（ 同 上 ） 

⑥ けがをされている人・・・・診断書（１年未満で必要な期間［車椅子・杖などの使用期間］） 

⑦ 妊産婦・・・・・・・・・・母子健康手帳（  同 上  ［母子手帳取得時～産後１年］） 

※有効期限が１年以上の利用証は、白地に緑色でプリント。 

※有効期限が１年未満の利用証は、白地にオレンジ色でプリント。 

※障害者用駐車場の台数は限られております。障害者等ご本人が運転している場合、もしくは  

障害者等を乗せて介護者が運転している場合のみの利用をお守りください。 

≪問い合わせ先≫ 

長崎県福祉保健部 福祉保健課 

〒８５０－８５７０ 長崎市尾上町3番1号 

ＴＥＬ（０９５）８９５－２４１０ 

 

 

 

 

 

 

 義足などを使用している人や発達障害など心身に障害のある人、または認知症高齢者など、外

見から分からなくても援助や配慮を必要としていることを周囲の人に伝え、援助を得やすくする

ことを目的に、ヘルプマーク・ヘルプカードを配布します。 

■ヘルプマーク 

 ヘルプマークは、鞄などに提げて使用します。周囲の人に自分が援助を必要としていることを

知らせるタグ形式のマークで、伝えたい情報などを記入することができます。 

 ヘルプマークを見かけた人は、声を掛けるなど思いやりのある行動をお願いします。 

４．ヘルプマーク・ヘルプカード 
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■ヘルプカード 

 ヘルプカードは、支援が必要なとき緊急連絡先や必要とする支援の内容を記入したカードを周

りの人に提示し、支援を求めるカードです。 

 

 
 

 

≪配布方法≫ 

 ・配布対象者 市内在住者で、心身に障害のある人や難病の人、認知症高齢者など、援助や 

配慮を必要としている人。（障害者手帳の有無は問いません） 

・配布場所  福祉課、有明支所 

 ・配布は無料（一人１個まで） 

 ・窓口に備え付けの申込書に必要事項を記入のうえ提出してください。（代理可） 
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以下の条件に該当する場合は、ＮＨＫ放送受信料の減免が受けられます。 

≪全額免除≫ 

① 身体障害者手帳所持者、精神障害者保健福祉手帳所持者、又は知的障害者（所得税法又は地

方税法に規定する障害者のうち、児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター又

は精神保健指定医により知的障害者と判定された人）がいる世帯で、かつ、世帯構成員全員が市

町村民税非課税の場合 

② 公的扶助受給者（生活保護、らい予防法、中国残留邦人等帰国支援受給者） 

③ 社会福祉事業施設入所者（社会福祉法に定める社会福祉事業を行う施設に入所している人） 

≪半額免除≫ 

① 視覚聴覚障害者が世帯主でかつ受信契約者の場合 

② 重度障害者（身体、知的、精神）が世帯主でかつ受信契約者の場合 

  ・身体障害(１・２級)、知的障害(Ａ１・Ａ２)、精神障害(１級) 

③ 重度の戦傷病者 

≪手 続 き≫ 

障害者手帳または療育手帳と印鑑をお持ちになり、福祉事務所に備え付けの『放送受信料 

（半額）免除申請書』に証明を受け、ＮＨＫ長崎放送局へお送り下さい。 

 

◎送付先  〒８５０－００５１ 

長崎市西坂町１－１ 

ＮＨＫ長崎放送局 営業部 

℡（０９５）８２１－１１８８ 

 

 

５．ＮＨＫ放送受信料減免 
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減免できるのは、障害者１人につき普通自動車または軽自動車のいずれか１台に限られて  

います。また、事業用のナンバー（緑ナンバー）は減免されません。 

※障害の種別及び等級により減免を受けられない場合があります。 

 

≪対象となる自動車≫ 

① 障害者または障害者と生計を一にする人が所有し、障害者本人が運転する自動車 

② 障害者または障害者と生計を一にする人が所有し、専らその障害者の通学、通所、通院また

は生業のために生計を一にする人が運転する自動車 

③ 障害者のみで構成される世帯が所有する自動車 

≪減免の対象≫ 

本人運転の場合と家族運転の場合により、減免の対象となる障害の種別及び等級の範囲が定め

られています。（療育手帳はいずれもＡ１・Ａ２のみ該当） 

 

≪手 続 き≫ 

普通自動車 

県南保健所内の 県央振興局税務部島原出張所で減免の申請をして下さい。障害者手帳または

療育手帳と 印鑑、住民票謄本もしくは健康保険証、運転する人の運転免許証及び車検証が必要

です。 

※普通自動車税については、すでに収めた税金が一部還付となる場合がありますので、速やかに

申請してください。 

軽自動車 

軽自動車税の納期限一週間前までに税務課へ申請して下さい。納税通知書、障害者手帳または

療育手帳、印鑑及び運転する人の運転免許証が必要です。 

 

６．自動車税減免 
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納税義務者が障害のある人本人であるとき、又は控除対象配偶者や被扶養者が障害のある人で

あるときは所得税の障害者控除が受けられます。 

≪控除される額≫ 

①「身体障害者手帳１・２級」、「精神障害者手帳１級」、「療育手帳A」をお持ちの人…４０万円 

②「身体障害者手帳３級以下」、「精神障害者手帳２級以下」、「療育手帳 B」をお持ちの人…２７万円 

※①の手帳をお持ちの人と同居しており、扶養親族としている場合は、障害者控除の額に加算が

あります。 

   ４０万円（障害者控除）+３５万円（加算額）＝７５万円 

≪手続き≫ 

給与所得者は、各職場の給与計算をする担当に申し出て控除手続きをしますが、その他の人は

毎年３月１５日までに税務署に確定申告をすることになっています。 

   島原税務署 ０９５７－６２－３２８１ 

 

 

納税義務者が障害のある人本人であるとき、又は控除対象配偶者や被扶養者が障害のある人で

あるときは住民税（市県民税）の障害者控除が受けられます。 

≪控除される額≫ 

①「身体障害者手帳１・２級」、「精神障害者手帳１級」、「療育手帳A」をお持ちの人…３０万円 

②「身体障害者手帳３級以下」、「精神障害者手帳２級以下」、「療育手帳 B」をお持ちの人…２６万円 

なお、障害のある人本人の年間所得が１２５万円以下のときは課税されません。 

※①の手帳をお持ちの人と同居しており、扶養親族としている場合は、障害者控除の額に加算が

あります。 

 ３０万円（障害者控除）+２３万円（加算額）＝５３万円 

≪手 続 き≫ 

所得税の申告をした人は、住民税（市県民税）の申告をする必要はありませんが、他の人は   

７．所得税の障害者控除 

８．住民税（市県民税）の障害者控除 
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市役所税務課に、毎年３月１５日までに申告をすることになっています。 

 

 

 

≪支給要件≫ 

① 国民年金の被保険者期間中、または被保険者であった人で、日本国内に住所があり２０歳以

上６５歳未満である間に初診日のある病気やけがで、障害認定日に１級か２級の障害の状態に

あるとき。 

②  初診日の前日にその前々月までの国民年金加入期間のうち、保険料納付済期間と免除期間を

併せて３分の２以上あること。 

※ 保険料の滞納がある場合は受給できない場合があります。 

Ｒ５年度の年金受給額（年額）・・・ １級＝９９３，７５０円  ２級＝７９５，０００円 

≪手 続 き≫ 

島原市役所市民窓口サービス課 窓口班（内線２３２）で手続きをして下さい。 

≪支給要件≫ 

次の３つの要件すべてに該当しなければなりません。 

① 障害の原因となった病気やけがの初診日に、厚生年金保険の被保険者であること。 

② 障害認定日の障害の程度が障害等級表の１級～３級であること。 

③ 国民年金の障害基礎年金の保険給付要件を満たしていること。 

≪手 続 き≫ 

諫早年金事務所にお問い合わせの上、手続きを行って下さい。 

住所 諫早市栄田町４７－３９  電話 ０９５７－２５－１６６６ 

【注意】※障害基礎年金、障害厚生年金の等級は、障害者手帳の等級とは必ずしも一致しません。

別途申請が必要で、審査により決定します。 

１．障害基礎年金 （国民年金） 

２．障害厚生年金 
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２０歳以上であって、精神または身体の重度の障害により常時特別の介護が必要な在宅の障害

者で、国民年金の１級程度の障害が重複するなどの著しく重度の障害であることを基本とし、  

政令で定める要件に該当する人に支給されます。（継続して３か月以上の入院が無いこと） 

ただし、所得制限があります。  

Ｒ５年度 月額 ２７，９８０円（年４回に分け支給） 

≪手 続 き≫ 

  福祉事務所に備え付けの申請書及び必要書類を提出してください。 

福祉事務所（福祉課 障害福祉班） 

 

 

２０歳未満であって、精神または身体の重度の障害により常時介護を必要とする在宅の人に支

給されます。ただし、所得制限があります。 

   Ｒ５年度 月額 １５，２２０円（年４回に分け支給） 

≪手 続 き≫ 

  福祉事務所に備え付けの申請書及び必要書類を提出してください。 

福祉事務所（福祉課 障害福祉班） 

 

 

身体、知的または精神に重度、中度の障害のある２０歳未満の児童を看護する父母または養育

者に支給されます。ただし、所得制限があります。 

R５年度 月額 １級 ５３，７００円  ２級 ３５，７６０円（年３回に分け支給） 

≪手 続 き≫ 

福祉事務所 こども課 こども家庭班（内線２７８）で手続きをして下さい。 

 

３．特別児童扶養手当 

１．特別障害者手当 

２．障害児福祉手当 
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心身障害者を扶養している保護者が、相互扶助の精神に基づきその生存中毎月掛け金を拠出し、

保護者が死亡もしくは重度の障害者となった場合に、残された心身障害者に年金を支給する制度

です。 

≪加入できるのは≫ 

障害のある人を現に扶養している保護者（父母、配偶者、兄弟姉妹、祖父母、その他の親族な

ど）で、特別の疾病又は障害を持っていない６５歳未満の人。 

 

≪心身に障害がある人とは≫ 

(１) 知的障害のある人（児童）（おおむねＩＱ７５以下） 

(２) 身体障害のある人（児童）１～３級 

(３) (１)、(２)と同程度と認められる人（精神疾患） 

≪掛け金額≫ 

保護者の加入時の年齢によって、9,300円(35才未満)～23，300円(60才以上 65才未満)までと

なっています。（１口あたり月額） ※年齢によって掛け金が異なります。 

≪年金支給額≫ 

保護者が死亡又は重度障害になったときは、障害のある人に２万円（1 口あたり月額）支給さ

れます。 

≪弔 慰 金≫ 

障害のある人が保護者より先に死亡したときは、加入期間に応じて次の弔慰金が支給されます。

（１口あたり）         H１９年度以前加入者    H２０年度以降加入者 

加入期間１年～ ５年未満        ３０，０００円        ５０，０００円 

加入期間５年～２０年未満        ７５，０００円       １２５，０００円 

加入期間２０年以上           １５０，０００円       ２５０，０００円 

◎各種手当の手続きについては、福祉事務所 福祉課 障害福祉班にてお願いします。 

４．心身障害者扶養共済制度 
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障害者の雇用促進及び技能取得のために様々な施策がとられ、また各種の施設が設置されてい

ます。 

≪就職を希望する人は≫ 

公共職業安定所（ハローワーク）に相談してください。障害者の雇用を担当する係官が配置さ

れています。 

職業安定所を通して職業訓練または職業能力判定を受けると①就職指導 ②職業訓練手当て 

③職場適用訓練 ④判定を受けるための旅費の支給が受けられます。 

詳しくは、島原公共職業安定所へお尋ねください。 

       島原市片町６３３番地 電話６３－８６０９ 

 

≪技能を身につけるには≫ 

職業訓練校、または身体障害者更正指導所に入校して必要な技能を習得することができます。 

区分 名称 訓練科目 入所・定員 

国立 

吉備高原障害者職業能力開発校 

電話 0866-56-9000 

機械製図・電子機器・ＯＡ事務・経理

事務・◎ｼｽﾃﾑ設計・職業実務・職域開

発 

随時 

７５名 

福岡障害者職業能力開発校 

電話 093-741-5431 

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ製図・ＯＡﾋﾞｼﾞﾈｽ・総合実務・

◎ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ設計・商業ﾃﾞｻﾞｲﾝ・建築設

計・流通ﾋﾞｼﾞﾈｽ 

毎年４月 

１５０名 

鹿児島障害者職業能力開発校 

電話 0996-44-2206 

情報電子・ﾃﾞｻﾞｲﾝ製版・建築設計・義

肢福祉用具・OA事務・ｱﾊﾟﾚﾙ・造形実

務 

毎年４月 

１００名 

県立 

長崎高等技術専門校 

電話 095-887-5671 

◎電気ｼｽﾃﾑ・◎自動車整備・溶接技術・

◎建築設計施工・商業ﾃﾞｻﾞｲﾝ・観光・

ｵﾌｨｽﾋﾞｼﾞﾈｽ・◎機械加工制御・○配管

設備 

毎年４月 

１６０名 

佐世保高等技術専門校 

電話 0956-62-4151 

◎電気ｼｽﾃﾑ・◎自動車整備・ＯＡﾋﾞｼﾞ

ﾈｽ・建築設計施工・機械技術・溶接技

術・塗装技術 

毎年４月 

１４０名 

（注）施設内訓練で訓練機関は１年、◎は２年、○は７ヶ月、△は６ヶ月。 

   科目が変わる場合があります。 
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県南地区の相談窓口は、 

「長崎こども・女性・障害者支援センター（所在地 長崎市橋口町１０－２２）」です。 

各相談の連絡先は以下のとおりです。 

 

◎身体障害者・知的障害者・精神障害者の相談 

名      称 内   容 電   話 

障害者支援部 

更 生 相 談 課 

身体障害者の相談 095-844-8905 

知的障害者の相談 095-844-6250 

障害支援部専用FAX 095-846-8920 

精 神保 健福 祉 課 

精神障害の相談 095-844-5115 

こころの電話 095-847-7867 

入院患者用 095-847-0046 

 

 

◎こどもの相談 

名      称 内   容 電   話 

こ ど も ・ 女 性 支 援 部 

保 護 判 定 課 ・ 相 談 支 援 課 

こどもの相談（児童相談所） 095-844-6166 

こども・家庭110番 095-844-1117 

 

 

◎就業・生活の相談 

名      称 内   容 電   話 

障害者就業・生活支援センター 

ぱ れ っ と 
障害者の就業・生活の相談、支援 0957-73-9560 
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◎相談支援事業所                             令和５年５月1日現在 

事業所名（設置者名） 所   在   地 電   話 

※はなえみ   

（島原市手をつなぐ育成会） 
萩が丘二丁目5732 0957-63-9700 

※島原グリーンステーション 

（コスモス会） 
湊道二丁目7023 0957-63-4808 

あいりす（悠久会） 片町578-8 0957-73-9553 

居宅介護支援センター（島原市医師会） 萩原一丁目1230 0957-62-5153 

ライフサポートりよっと（松風会） 有明町大三東甲2150 0957-68-1161 

グッドアカデミー 

（しあわせ会） 
中安徳町丁4265 0957-60-4177 

相談支援事業所 ACTしまばら 

（リハビリテーションケア） 
萩原二丁目5004-3 0957-73-6955 

発達相談センター ACTしまばら 

（リハビリテーションケア） 
萩原二丁目5004-3 0957-73-6955 

※島原市が障害者相談支援事業を委託 

 

 

◎児童発達支援・放課後等デイサービス                   令和５年５月1日現在 

事業所名（設置者名） 所   在   地 電   話 

島原市通園施設 あいあい 

（島原市社会福祉協議会） 
下川尻町7895 島原病院内 0957-63-5144 

光のフェアリー 

（島原市手をつなぐ育成会） 
萩が丘二丁目5732 0957-64-7065 

児童デイサービス スマイル（悠久会）※1 片町578-8 0957-62-3711 

ＡＣＴしまばら1（リハビリテーションケア）※1 萩原二丁目5004-3 0957-73-6955 

ＡＣＴしまばら2（リハビリテーションケア）※1 萩原二丁目5004-3 0957-73-6955 

ＡＣＴしまばら３（リハビリテーションケア）※1 萩原二丁目5004-3 0957-73-6955 

児童発達支援センターACTしまばら 

（リハビリテーションケア） 
萩原二丁目5004-1 0957-73-6955 

ＰＡＲＫさくら（南高愛隣会）※1 宮の町738 0957-64-5201 

子どもシティー「城下」（城下）※1 新湊二丁目丙1679-5 0957-64-7310 

アステップ（コスモス会）※1 湊道二丁目7023 0957-61-1579 

放課後デイサービス あんなか 

（ＮＰＯ法人 ウェルフェアしまばら） 
中安徳町丁1814-4 0957-60-4554 

こどもの家 洗切町丙6-8 0957-64-3220 

こどもの家 花 洗切町丙6-8 0957-64-3220 
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デイきらり（松風会）※１ 有明町大三東甲2150 0957-68-1161 

※1 放課後デイサービスのみ 

 

 

◎居宅訪問型児童発達支援 

事業所名（設置者名） 所在地 電話 

児童発達支援センター ＡＣＴしまばら 

（リハビリテーションケア） 
萩原二丁目5004-1 0957-73-6955 

 

 

◎保育所等訪問支援・居宅訪問型児童発達支援                令和５年５月1日現在 

事業所名（設置者名） 所   在   地 電   話 

児童発達支援センター ＡＣＴしまばら 

（リハビリテーションケア） 
萩原二丁目5004-1 0957-73-6955 

デイきらり（松風会） 有明町大三東甲2150 0957-68-1161 

 

 

◎居宅介護・重度訪問介護                         令和５年５月1日現在 

事業所名（設置者名） 所   在   地 電   話 

島原居宅介護事業所 

（島原市社会福祉協議会） 
霊南一丁目17 0957-65-5530 

ヘルパーステーション らいふ      

（島原市医師会） 
萩原一丁目1230 0957-63-6600 

生活支援センター とも 

（島原市手をつなぐ育成会） 
萩が丘二丁目5743 0957-63-3739 

 

 

◎行動援護                                令和５年５月1日現在 

事業所名（設置者名） 所   在   地 電   話 

生活支援センター とも 

（島原市手をつなぐ育成会） 
萩が丘二丁目5743 0957-63-3739 

 

 

◎生活介護                                令和５年５月1日現在 

事業所名（設置者名） 所   在   地 電   話 

ＴＥＲＲＡＣＥいろは（南高愛隣会） 宮の町738 0957-64-5201 

島原グリーンステーション 

（コスモス会） 
湊道二丁目7023 0957-63-3064 

光のフェアリー 

（島原市手をつなぐ育成会） 
萩が丘二丁目5732 0957-64-7065 

松光学園（島原市手をつなぐ育成会） 立野町丙1900-19 0957-64-0187 

島原療護センター（幸生会） 礫石原町甲1201-91 0957-64-5131 

若菜寮（悠久会） 新田町６０５-２ 0957-63-3850 

銀の星学園（悠久会） 宮の町249-1 0957-62-2961 

明けの星寮（悠久会） 宮の町626-1 0957-63-7280 
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きらり作業所（悠久会） 新田町282-2 0957-73-9866 

清華学園（松風会） 有明町大三東甲2150 0957-68-1161 

ありがとう（しあわせ会） 中安徳町丁４２６５ 0957-60-4177 

健康生活サポート事業ひととき。 白土町1071-4 0957-73-6555 

 

 

◎施設入所・短期入所                           令和５年５月1日現在 

事業所名（設置者名） 所   在   地 電   話 

若菜寮（悠久会） 新田町６０５-２ 0957-63-3850 

銀の星学園（悠久会） 宮の町249-1 0957-62-2961 

明けの星寮（悠久会） 宮の町626-1 0957-63-7280 

清華学園（松風会） 有明町大三東甲2150 0957-68-1161 

島原療護センター（幸生会） 礫石原町甲1201-91 0957-64-5131 

ｼｮｰﾄｽﾃｲほのぼの（しあわせ会）※2 有明町湯江甲876-1 0957-60-4５２８ 

※2 短期入所のみ 

 

 

◎地域移行支援・地域定着支援                       令和５年５月1日現在 

事業所名（設置者名） 所   在   地 電   話 

はなえみ（島原市手をつなぐ育成会） 萩が丘二丁目5732 0957-63-9700 

居宅介護支援センター（島原市医師会） 萩原一丁目1230 0957-62-5153 

あいりす（悠久会） 片町578-8 0957-73-9553 

島原グリーンステーション（コスモス会） 湊道二丁目7023 0957-63-4808 

ライフサポート りよっと（松風会） 有明町大三東甲2150 0957-68-1161 

 

 

◎自立訓練（生活訓練）                          令和５年５月1日現在 

事業所名（設置者名） 所   在   地 電   話 

ＡＣＴしまばら 

（リハビリテーションケア） 
萩原二丁目5004-3 0957-73-6955 

 

 

◎就労継続支援Ａ型                            令和５年５月1日現在 

事業所名（設置者名） 所   在   地 電   話 

光（一般社団法人 光） 有明町大三東丁296-1 0957-68-5229 

Libre〔リーブル〕（合同会社ハイル） 大手原町甲2141-24 0957-73-6030 
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島原むすびす（悠久会） 片町578-8 0957-73-9555 

就職支援事業所 ジオ 上の町927-14 わかばビル3階 0957-61-0108 

ハイル1 下川尻町8008-4 0957-73-9831 

 

 

◎就労継続支援Ｂ型                            令和５年５月1日現在 

事業所名（設置者名） 所   在   地 電   話 

ネットワークセンター ひかり 

（島原市手をつなぐ育成会） 
萩が丘二丁目5715-1 0957-62-7143 

清華学園（松風会） 有明町大三東甲2150 0957-68-1161 

きらり作業所（悠久会） 新田町282-2 0957-73-9866 

明けの星寮（悠久会） 宮の町626-1 0957-63-7280 

島原グリーンステーション（コスモス会） 湊道二丁目7023 0957-62-5780 

WORKしまばら（南高愛隣会） 宮の町740-1 0957-73-9925 

ありがとう（しあわせ会） 中安徳町丁４２６５ 0957-60-4177 

こころ庵（ＮＰＯ法人長崎ライフサービス） 有明町大三東戊１４５８－１ 0957-68-0075 

ＬＥＡＦ（瑠璃の樹） 白山町56-2 0957-62-8787 

 

 

◎共同生活援助（グループホーム）                     令和５年５月1日現在 

事業所名（設置者名） 所   在   地 電   話 

清華ホーム（松風会） 有明町大三東甲1715 0957-68-1161 

HOMEしまばら（南高愛隣会） 宮の町738 0957-62-8739 

ウイング（医療法人ウイング） 中野町丙1175 0957-65-0880 

都久志荘（悠久会） 新田町284-2 0957-63-1673 

グリーンハイツ（悠久会） 礫石原町丙723-1 0957-65-5036 

ひかり（島原市手をつなぐ育成会） 城内三丁目1233-2 0957-63-0381 

ひまわり（島原市手をつなぐ育成会） 城見町3931-1 0957-63-0728 

あい（島原市手をつなぐ育成会） 蛭子町一丁目7458 0957-62-8222 

ありあけ（ふれあいネットワーク・ピア） 有明町湯江甲267-2 0957-68-5066 

希望（野の花） 有明町大三東甲2179 0957-68-2920 

ほのぼの（しあわせ会） 有明町湯江甲876-1 0957-60-4528 
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こころ（しあわせ会） 有明町湯江甲876-1 0957-60-4528 

グローリー１ 高島町２丁目7246-1 090-7408-7270 

そら色 栄町8645 0957-61-1333 

 

 

◎地域活動支援センター                          令和５年５月1日現在 

事業所名（設置者名） 所   在   地 電   話 

清華学園（松風会） 有明町大三東甲2150 0957-68-1161 

島原グリーンステーション（コスモス会） 湊道二丁目7023 0957-63-4808 

 

 

◎訪問入浴事業（市外の委託事業所を含む）                 令和５年５月1日現在 

事業所名（設置者名） 所   在   地 電   話 

島原市社会福祉協議会 島原市霊南一丁目17 0957-63-3855 

居宅介護事業所 たすかる（コスモス会） 南島原市深江町丁6993 0957-72-6294 

 

 

◎日中一時支援事業（市外の委託事業所を含む）               令和５年５月1日現在 

事業所名（設置者名） 所   在   地 電   話 

銀の星学園（悠久会） 島原市宮の町249-1 0957-62-2961 

明けの星寮（悠久会） 島原市宮の町626-1 0957-63-7280 

清華学園（松風会） 島原市有明町甲2150 0957-68-1161 

ＴＥＲＲＡＣＥいろは（南高愛隣会） 島原市宮の町７３８ 0957-6４-5201 

ウェルカム社瑞穂（コスモス会） 雲仙市瑞穂町乙854-1 0957-77-2180 

八雲寮 （ほかにわ共和国） 南島原市加津佐町甲5527-2 0957-87-2347 

デイ雲柿の木（ほかにわ共和国） 南島原市有家町蒲河2273 0957-76-8833 

諫早療育センター（幸生会） 諫早市有喜町537-2 0957-28-3131 

雲仙高原ハイツ（コスモス会） 南島原市深江町丁６993 0957-72-6294 

レスト（コスモス会） 南島原市深江町戊3153-5 0957-65-1100 

ブライト（コスモス会） 南島原市深江町戊2970-2 0957-65-1800 

 

 

◎移動支援事業 （市外の委託事業所を含む）                令和５年５月1日現在 

事業所名（設置者名） 所   在   地 電   話 

ヘルパーステーションらいふ 

（島原市医師会） 
島原市萩原一丁目1230 0957-63-6600 
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生活支援センター とも 

（島原市手をつなぐ育成会） 
島原市萩が丘二丁目5743 0957-63-3739 

居宅介護事業所 たすかる（コスモス会） 南島原市深江町丁6993 0957-72-4521 

ホームヘルプステーション ほっと 

（南高愛隣会） 
諫早市福田町357-1 0957-77-2180 

島原居宅介護事業所 

（島原市社会福祉協議会） 
島原市霊南一丁目17 0957-63-3855 

ヘルパーステーション結（合同会社 結） 南島原市南有馬町乙1604-10 0957-60-4104 

 

 

●島原市地域生活支援拠点等事業 登録事業所名簿（緊急時当の受入対応支援） 

1．相談支援事業所                            令和５年５月1日現在 

事業所名 所   在   地 電   話 

はなえみ（島原市手をつなぐ育成会） 島原市萩が丘2-5732 0957-63-9700 

島原グリーンステーション（コスモス会） 島原市湊道二丁目7023 0957-63-4808 

グッドアカデミー（しあわせ会） 島原市中安徳町丁4265 0957-60-4177 

ライフサポート りよっと（松風会） 島原市有明町大三東甲2150 0957-68-1161 

ACTしまばら 

（リハビリテーションケア） 
島原市萩原二丁目5004-3 0957-63-1445 

あいりす（悠久会） 島原市片町578-8 0957-73-9553 

 

 

２．緊急時の受け入れ・対応（1．相談支援事業所と連携）           令和５年５月1日現在 

事業所名 所   在   地 電   話 

銀の星学園（悠久会） 島原市宮の町249-1 0957-62-2961 

明けの星寮（悠久会） 島原市宮の町626-1 0957-63-7280 

若菜寮（悠久会） 島原市新田町605-2 0957-63-3850 

清華学園（松風会） 島原市有明町大三東甲2150 0957-68-1161 

ショートステイほのぼの（しあわせ会） 島原市有明町湯江甲876-1 0957-60-4528 

島原療護センター（幸生会） 島原市礫石原町甲1201-91 0957-68-1161 

ショートステイ あけぼの学園（八幡会） 雲仙市南串山町丙9716 0957-88-2122 

自然寮（山陰会） 南島原市深江町戊3880-1 0957-72-5393 

八雲寮（ほかにわ共和国） 南島原市加津佐町甲5718 0957-87-2347 

メープル レインボー（コスモス会） 南島原市深江町戊3152-10 0957-72-6294 
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ブライト（コスモス会） 南島原市深江町戊2970-2 0957-65-1800 

 

 

 

◎社会福祉協議会 

名   称 所   在   地 電   話 

島原市社会福祉協議会 島原市霊南１丁目17 0957-63-3855 

島原市社会福祉協議会有明支所 島原市有明町大三東戊1352-1 0957-65-9090 

 

 

 

◎行政機関 

名   称 所   在   地 電   話 

島原市福祉保健部福祉課（福祉事務所）  島原市上の町537 
0957-63-1111 

（内線273・274・333） 

島原市保健センター 島原市霊南二丁目45 0957-64-7713 

長崎県県南保健所 島原市新田町347-9 0957-62-3289 

長崎こども・女性・障害者支援センター 長崎市橋口町10-22 095-844-5132 

長崎県発達障害者支援センター  

し お さ い 
諫早市永昌東町24-3 0957-22-1802 

 

 

 

◎就労支援 

名   称 所   在   地 電   話 

ハローワーク島原  島原市片町633 0957-63-8609 

障害者就業・生活支援センター  

ぱ れ っ と 
島原市片町578-8 0957-73-9560 

 

 

 

◎障害者虐待防止 

名   称 所   在   地 電   話 

島原市障害者虐待防止センター 

（島原市福祉課内） 
島原市上の町537 

0957-6３-1111 

（内線273・274・333） 
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障害者の更生援助に関し、本人またはその家族等からの相談に応じ、必要な指導及び助言を行

うとともに、関係機関の業務に対する協力、援護思想の普及に関する業務を行い、障害者の福祉

の増進を図ることを目的として障害者相談員が配置されています。 

 

区  分 氏  名 住    所 電   話 

身 体 障 害 者 

相   談   員 

吉田 芳雄 島原市下折橋町4636-14 090-6890-5757 

塩川 富子 島原市有明町大三東戊1022-14 68-2034 

野田 耕起 島原市城内二丁目1040-1 63-2174 

知 的 障 害 者 

相   談   員 

岩本 一美 島原市宇土町乙1054-7 62-6703 

高原 正 島原市大下町丁2405-25 64-4357 

本田 和弘 島原市有明町湯江甲1391-9 090-3663-9332 

 

 

 

 島原市身体障害者福祉協会では、市内在住の身体障害者が任意で加入している団体です。 

 協会として様々な行事を行うことにより、会員の親睦を深め、障害者福祉の向上に努めていま

す。 

 協会の会員で結成しているソフトボールやボウリングのチームは、県大会や九州大会などで優

勝するなど輝かしい成績を納めています。ほかにも、春の研修旅行や研修会、カラオケ大会など

を行い、健康福祉まつりやふくしスポーツ大会にも積極的に参加しています。 

 あなたも島原市身体障害者福祉協会に加入しませんか。詳しくは下記へお尋ねください。 

≪お問い合わせ≫ 

  島原市身体障害者福祉協会 

   事務局 ： 島原市有明町大三東戊 1352-1 島原市社会福祉協議会有明支所内 

         ℡０９５７－６５－９０９０ 

 

身体障害者福祉協会に加入されませんか 
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【お問い合せ先】 

・島原市福祉保健部福祉課 （福祉事務所） 

    障害福祉班  ＴＥＬ０９５７－６３－１１１１（内線２７３・２７４） 

                        FAX０９５７－６２－２９２３ 

・有明支所                   ＴＥＬ０９５７－６８－１１１１（内線５０６） 


